
家具を凶器にさせない
　地震が起こったとき、固定されていない家

具は、人を襲う凶器になります。地震による負

傷者の３～５割は、家具類の転倒・落下・移

動が原因です。寝ているときに、背の高いタ

ンスや本棚の下敷きになってしまった…。そ

んなことがないよう、まずは配置を見直しま

す。次に転倒防止の家具固定を行いましょう。

「家具転倒等防災対策支援事業」の利用を

　有田川町では、家具の転倒などによる被害の防

止と軽減を図るため、家具固定の事業を9月1日
から実施します。

●事業内容
対象１世帯あたり家具３台まで、家具固定を行い
ます。事業はシルバー人材センターに委託して行
います。

●対象者
次の２項目に該当する人が対象です。
①町内在住で、町の住民基本台帳に登録されてい
る人

②下記のいずれかに該当する世帯
⑴ 65 歳以上の人だけで構成されている世帯
⑵要介護３以上の判定を受けている人が属する
世帯

⑶障害者手帳を有する人で、障害の程度が１級

または２級の人が属する世帯
⑷療育手帳を有する人で、障害の程度が A判定
の人が属する世帯
⑸精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けて
いる人が属する世帯
⑹特定疾患医療受給者証を受けている難疾患者、
小児慢性特定疾患医療受給児が属する世帯
⑺上記 6項目に準じる状態で、町長または自治
会などが必要と認める世帯

●費用負担
原則、個人負担はありません。ただし、費用が
5,000 円を超過した場合、超過分は個人負担とな
ります。

●申し込み
・申し込み先／吉備庁舎総務課、清水行政局総務
政策室

移動

転倒

スマートフォン向けアプリ

「和歌山県防災ナビ」が
便利です！

　

和
歌
山
県
防
災
ナ
ビ
は
、
災
害
発
生
時

に
的
確
な
避
難
を
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
防
災
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
で
す
。

　

和
歌
山
県
防
災
ナ
ビ
で

　

で
き
る
こ
と

・
避
難
先
検
索
／
現
在
地
か
ら
近
く
の
避

難
場
所
を
簡
単
検
索

・
ル
ー
ト
ナ
ビ
／
現
在
地
か
ら
避
難
場
所

ま
で
の
ル
ー
ト
を
表
示

・
Ａ
Ｒ
（
拡
張
現
実
）
の
活
用

・
防
災
情
報
通
知

・
避
難
カ
ー
ド
の
共
有
／
家
族
で
決
め
た

緊
急
避
難
場
所
の
情
報
を
共
有

・
家
族
の
居
場
所
確
認
／
ば
ら
ば
ら
に
避
難

し
た
家
族
の
居
場
所
を
地
図
上
で
確
認

・
避
難
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
／
避
難
経
路
や
要

し
た
時
間
を
記
録
し
て
確
認

TOPIC

Google play・App Store から

検索和歌山県防災ナビ
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